
 

横浜市営住宅条例施行規則（平成９年３月横浜市規則第44号） 新旧対照表 

現行 改正後 

（入居の申込み等） （入居の申込み等） 

第３条 （第１項及び第２項省略） 

３ 市長は、条例第10条第１項の規定による公

開抽選を行うこととなった場合は、申込者に

対し、抽選番号を通知するものとする。 

第３条 （第１項及び第２項省略） 

３ 市長は、条例第10条第１項の規定による公

開抽選（以下「公開抽選」という。）を行う

こととなった場合は、申込者に対し、抽選番

号を通知するものとする。 

（公開抽選） （公開抽選） 

第４条 市長は、条例第10条第１項の規定によ

る公開抽選を行うときは、申込者のうちから

４人を選び、これに立ち会わせるものとす

る。ただし、市長がやむを得ない理由がある

と認める場合は、立ち会わせる人数を１人以

上３人以下とすることができる。 

   （第２項省略） 

第４条 市長は、公開抽選を行うときは、申込

者のうちから４人を選び、これに立ち会わせ

るものとする。ただし、市長がやむを得ない

理由があると認める場合は、立ち会わせる人

数を１人以上３人以下とすることができる。 

 

   （第２項省略） 

（提出書類及び審査） （提出書類及び審査） 

第５条 前条第２項の規定により抽出された者

は、市長が指定する期日までに次に掲げる書

類を提出しなければならない。ただし、やむ

を得ない事情があると認める場合には、市長

は別の期日を指定することができる。 

 

 

（第１号から第５号まで省略） 

２ 条例第 10条第２項に該当する者は、入居の

申込みの際、前項各号に掲げる書類を提出し

なければならない。 

３ 第 1項に規定する期日から 30日を経過する

日までに同項各号に掲げる書類の提出がない

場合は、条例第９条に規定する入居の申込み

がなかったものとみなす。 

４ 市長は、第 1 項又は第２項の規定により提

出された書類により、入居者資格の有無を審

査し、当該書類を提出した者に対し、その結果

を通知するものとする。 

 

第５条 申込者（公開抽選を行う場合にあって

は、前条第２項の規定により抽出された者に

限る。）は、市長が指定する期日までに次に

掲げる書類を提出しなければならない。ただ

し、やむを得ない事情があると認める場合に

は、市長は別の期日を指定することができ

る。 

（第１号から第５号まで省略） 

（削除） 

 

 

２ 前項に規定する期日から 30日を経過する日

までに同項各号に掲げる書類の提出がない場

合は、条例第９条に規定する入居の申込みが

なかったものとみなす。 

３ 市長は、第 1 項の規定により提出された書

類により、入居者資格の有無を審査し、当該書

類を提出した者に対し、その結果を通知する

ものとする。 

 

（入居順位） （入居順位） 

第９条 条例第10条第１項の規定により公開抽

選を行う場合の入居順位は、次の優先順位ご

とに、抽選順位に従って決定するものとす

る。 

   （第１号から第５号まで省略） 

第９条 公開抽選を行う場合の入居順位は、次

の優先順位ごとに、抽選順位に従って決定す

るものとする。 

 

   （第１号から第５号まで省略） 

 

 


